
令和８年度長崎県産業廃棄物リサイクル施設整備促進事業

補助金募集要領

１．制度の概要

対象事業 ○県内の事業所における以下の事業

・排出事業者が自らの製造工程や処理方法等の改善・新設・増設により、産業廃棄物のリ

サイクルを促進するための施設整備事業

・産業廃棄物処理業者が行う中間処理により発生する残さを、処理方法等の改善・新設・

増設により、自らリサイクルを促進する事業  など

対象事業者 ・産業廃棄物の排出事業者

・産業廃棄物処理業者

ただし、以下の要件を全て満たす者に限る。

(1) 自己又は自社の役員等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第１４条第５項第２号に規定する欠格要件

に該当する者でないこと。

(2) 前号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で

ないこと。

(3) リサイクルを実施するための適切な知識及び技能並びに経理的基礎を有しているこ

と。

(4) 過去５年以内に廃棄物処理法の違反がないこと。

(5) 県税の未納がないこと。

対象経費 対象事業の実施に係る工事費及び設備費等

補助率等 対象経費の１／２以内、1件あたり上限１０,０００千円

事業期間 交付決定日（※）～令和９年３月３１日   ※交付申請期間終了から概ね１か月以内

※詳細については必ず実施要綱をご確認ください。

２．申 請 期 間 令和８年４月１４日（火）～令和８年５月２９日（金） 必着

（事前相談の受付期間）令和８年４月１４日（火）～令和８年５月１５日（金）

３．申 請 方 法 交付申請書（様式第１号）に必要書類を添えて

裏面記載の申請先に提出してください。

※申請の際は、必ず事前相談をお願いします。事前相談は、

メールかお電話で概要をお伺いした後、その内容を記載

した事業計画書を当課にご持参の上、担当者に説明して

いただくことを想定しております。

事前相談がない場合の申請は受付できません。

※予算の範囲内での交付決定となりますので、申請者が

多数に及ぶ場合は、選定させていただきます。

長崎県では、産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイクルの促進に資する施設の導入及び改

修費用の一部を補助します。

県ホームページ

QRコード



※実施要綱及び申請様式は県ホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.nagasaki.jp/doc/46594.html

４．スケジュール  
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【問合せ・申請先】

長崎県 県民生活環境部 資源循環推進課 循環型社会推進班（前田）

TEL：０９５－８９５－２３７３（直通）

FAX：０９５－８２４－４７８１

E-mail：rk-mori@pref.nagasaki.lg.jp

必須


